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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　空き缶が収容される収容手段と、空き缶に印刷されたバーコード情報を読み取る読取手
段と、前記読取手段にて空き缶からバーコード情報が読み取られる際に当該空き缶が一時
格納される格納手段と、前記読取手段にてバーコード情報が読み取られた空き缶に対して
前記バーコード情報に基づく所定の処理を行う制御手段と、前記制御手段にて前記所定の
処理を行うべきバーコード情報が記憶された記憶手段とを少なくとも有し、前記読取手段
にて読み取られたバーコード情報と前記記憶手段に記憶されたバーコード情報とが一致し
た場合に前記制御手段にて前記所定の処理が行われる空き缶回収装置において、
　前記制御手段にて前記所定の処理を行うべき空き缶を登録する旨及び前記制御手段にて
前記所定の処理を行うものとして登録された空き缶の登録を抹消する旨を指定可能に構成
された操作手段を有し、
　前記制御手段は、前記操作手段にて空き缶を登録する旨が指定されている場合に前記読
取手段にて読み取られたバーコード情報を前記記憶手段に記憶し、また、前記操作手段に
て空き缶の登録を抹消する旨が指定されている場合であって、前記読取手段にて読み取ら
れたバーコード情報が前記記憶手段に記憶されている場合に該バーコード情報を削除する
ことを特徴とする空き缶回収装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の空き缶回収装置において、
　前記操作手段にて空き缶を登録する旨が指定されているか、空き缶の登録を抹消する旨
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が指定されているかを表示する表示手段を有することを特徴とする空き缶回収装置。
【請求項３】
　請求項１または請求項２に記載の空き缶回収装置において、
　前記読取手段は、空き缶の側面を高さ方向に走査することにより、前記空き缶に印刷さ
れたバーコード情報を読み取ることを特徴とする空き缶回収装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の空き缶回収装置において、
　前記読取手段は、軸を中心として所定の角度内にて回転することにより空き缶の側面を
高さ方向に走査することを特徴とする空き缶回収装置。
【請求項５】
　請求項３または請求項４に記載の空き缶回収装置において、
　前記格納手段は、前記読取手段にて空き缶に印刷されたバーコード情報が読み取られる
際に前記空き缶を前記読取手段の走査方向とは垂直な方向に回転させることを特徴とする
空き缶回収装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の空き缶回収装置において、
　前記操作手段は、前記読取手段にて読み取られたバーコード情報と前記記憶手段に記憶
されたバーコード情報との照合において前記バーコード情報に含まれる情報のうちどの情
報を照合するかを指定可能に構成され、
　前記制御手段は、前記操作手段にて指定された情報について前記読取手段にて読み取ら
れたバーコード情報と前記記憶手段に記憶されたバーコード情報とを　照合することを特
徴とする空き缶回収装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の空き缶回収装置において、
　前記収容手段は、
　収容された空き缶の受け皿となる受け台と、
　両底面が開口した中空の柱形状を有し、前記柱形状の一方の底面が前記受け台に当接す
るように該受け台上に取り外し可能に搭載された外枠とを有し、
　前記外枠が前記受け台上に搭載された場合に前記外枠と前記受け台とによって形成され
る空間に空き缶が収容されることを特徴とする空き缶回収装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、空き缶を回収する空き缶回収装置に関し、特に、缶に印刷されたバーコードを
読み取り回収処理を行う空き缶回収装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、環境問題やごみ対策の面から資源のリサイクル化が推進されており、ビール缶や清
涼飲料水缶等の空き缶においては、製造業者の責任で回収することが強く要望されている
。そのため、ビールや清涼飲料水の自動販売機の傍らにこのような空き缶を回収するため
の回収容器が設置され、それにより、空き缶の回収率を向上させることが行われている。
【０００３】
しかしながら、上述したように空き缶を回収するための回収容器を設置するだけでは、空
き缶の回収は、ビールや清涼飲料水の飲料者のモラルに依存する部分が大きく、空き缶の
回収率を飛躍的に向上させることはできない。
【０００４】
そこで、ビールや清涼飲料水の製造業者が空き缶の回収費用を負担する方式で空き缶を買
い取ることが行われている。
【０００５】
このように製造業者が空き缶を買い取る方式においては、空き缶を製造業者毎に分別する
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必要があるが、空き缶には、製造業者やその種類を識別するためのバーコード情報が印刷
されているため、このバーコード情報を読み取ることにより製造業者やその種類を識別し
、空き缶を分別している。
【０００６】
上述したように空き缶に印刷されたバーコード情報を読み取り、これにより空き缶を製造
業者や種類毎に分別する方式においては、回収すべき空き缶の製造業者や種類を特定する
ための情報を予め登録しておき、空き缶に印刷されたバーコード情報を読み取った際に、
読み取ったバーコード情報によって特定される空き缶の製造業者や種類と予め登録された
情報によって特定される空き缶の製造業者や種類とを比較し、両者が一致した場合にのみ
空き缶を回収する空き缶回収装置が考えられている。
【０００７】
上述したような空き缶回収装置においては、回収すべき空き缶の製造業者や種類を特定す
るための情報を、空き缶回収装置あるいは空き缶回収装置と接続された他の機器に予め入
力しておけば、その後、空き缶を回収する際に、空き缶に印刷されたバーコード情報と予
め入力された情報とを用いて、空き缶が回収すべきものであるかが自動的に判断され、回
収すべき空き缶のみが回収されることになる。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上述したような従来の空き缶回収装置においては、回収すべき空き缶の製造業者や種類を
特定するための情報を予め登録しておき、空き缶に印刷されたバーコード情報を読み取っ
た際に、読み取ったバーコード情報によって特定される空き缶の製造業者や種類と予め登
録された情報によって特定される空き缶の製造業者や種類とを比較し、両者が一致した場
合にのみ空き缶を回収する構成であるため、回収すべき空き缶の製造業者や種類を特定す
るための情報を、空き缶回収装置や空き缶回収装置に接続された他の機器に予め入力して
おく必要がある。
【０００９】
ところが、回収すべき空き缶の製造業者や種類を特定するための情報が特定のオペレータ
にしか認識されていない場合、他のオペレータが、回収すべき空き缶の製造業者や種類を
登録したり、回収すべき空き缶の製造業者や種類を変更したりしようとしても、そのため
の設定を行うことができなくなってしまうという問題点がある。
【００１０】
本発明は、上述したような従来の技術が有する問題点に鑑みてなされたものであって、空
き缶に印刷されたバーコード情報を用いて空き缶の回収処理を行う空き缶回収装置におい
て、回収すべき空き缶の種類を容易に設定あるいは変更することができる空き缶回収装置
を提供することを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明は、
　空き缶が収容される収容手段と、空き缶に印刷されたバーコード情報を読み取る読取手
段と、前記読取手段にて空き缶からバーコード情報が読み取られる際に当該空き缶が一時
格納される格納手段と、前記読取手段にてバーコード情報が読み取られた空き缶に対して
前記バーコード情報に基づく所定の処理を行う制御手段と、前記制御手段にて前記所定の
処理を行うべきバーコード情報が記憶された記憶手段とを少なくとも有し、前記読取手段
にて読み取られたバーコード情報と前記記憶手段に記憶されたバーコード情報とが一致し
た場合に前記制御手段にて前記所定の処理が行われる空き缶回収装置において、
　前記制御手段にて前記所定の処理を行うべき空き缶を登録する旨及び前記制御手段にて
前記所定の処理を行うものとして登録された空き缶の登録を抹消する旨を指定可能に構成
された操作手段を有し、
　前記制御手段は、前記操作手段にて空き缶を登録する旨が指定されている場合に前記読
取手段にて読み取られたバーコード情報を前記記憶手段に記憶し、また、前記操作手段に
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て空き缶の登録を抹消する旨が指定されている場合であって、前記読取手段にて読み取ら
れたバーコード情報が前記記憶手段に記憶されている場合に該バーコード情報を削除する
ことを特徴とする。
【００１２】
　また、前記操作手段にて空き缶を登録する旨が指定されているか、空き缶の登録を抹消
する旨が指定されているかを表示する表示手段を有することを特徴とする。
【００１３】
また、前記読取手段は、空き缶の側面を高さ方向に走査することにより、前記空き缶に印
刷されたバーコード情報を読み取ることを特徴とする。
【００１４】
また、前記読取手段は、軸を中心として所定の角度内にて回転することにより空き缶の側
面を高さ方向に走査することを特徴とする。
【００１５】
　また、前記格納手段は、前記読取手段にて空き缶に印刷されたバーコード情報が読み取
られる際に前記空き缶を前記読取手段の走査方向とは垂直な方向に回転させることを特徴
とする。
【００１６】
また、前記操作手段は、前記読取手段にて読み取られたバーコード情報と前記記憶手段に
記憶されたバーコード情報との照合において前記バーコード情報に含まれる情報のうちど
の情報を照合するかを指定可能に構成され、
前記制御手段は、前記操作手段にて指定された情報について前記読取手段にて読み取られ
たバーコード情報と前記記憶手段に記憶されたバーコード情報とを　照合することを特徴
とする。
【００１７】
また、前記収容手段は、
収容された空き缶の受け皿となる受け台と、
両底面が開口した中空の柱形状を有し、前記柱形状の一方の底面が前記受け台に当接する
ように該受け台上に取り外し可能に搭載された外枠とを有し、
前記外枠が前記受け台上に搭載された場合に前記外枠と前記受け台とによって形成される
空間に空き缶が収容されることを特徴とする。
【００１８】
（作用）
上記のように構成された本発明においては、空き缶が収容される収容手段と、空き缶に印
刷されたバーコード情報を読み取る読取手段と、読取手段にて空き缶からバーコード情報
が読み取られる際に当該空き缶が一時格納される格納手段と、読取手段にてバーコード情
報が読み取られた空き缶に対してバーコード情報に基づく所定の処理を行う制御手段と、
制御手段にて所定の処理を行うべきバーコード情報が記憶された記憶手段とを少なくとも
有し、読取手段にて読み取られたバーコード情報と記憶手段に記憶されたバーコード情報
とが一致した場合に制御手段にて所定の処理が行われる空き缶回収装置において、所定の
処理を行うべき空き缶を登録する場合、所定の処理を行うべき空き缶を登録する旨を操作
手段にて指定し、その状態にて所定の処理を行うべき空き缶に印刷されたバーコード情報
を読取手段にて読み取らせると、制御手段において、読取手段にて読み取られたバーコー
ド情報が記憶手段に記憶され、その後、読取手段にてこの空き缶に印刷されたバーコード
情報が読み取られると所定の処理が行われることになる。また、所定の処理を行うものと
して登録されている空き缶の登録を抹消する場合は、空き缶の登録を抹消する旨を操作手
段にて指定し、その状態にて登録を抹消する空き缶に印刷されたバーコード情報を読取手
段にて読み取らせると、制御手段において、読取手段にて読み取られたバーコード情報が
記憶手段に記憶されている場合にそのバーコード情報が記憶手段から削除される。
【００１９】
このように、例えば、収容手段への収容、あるいは回収の対価の払い出し等の所定の処理
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を行うべき空き缶の種類を登録あるいは登録を抹消する場合、操作手段にて登録あるいは
登録を抹消する旨を指定し、その状態にて対象となる空き缶に印刷されたバーコード情報
を読取手段に読み取らせるだけで、所定の処理を行うべき空き缶の登録や登録の抹消を行
うことができる。
【００２０】
また、読取手段を、空き缶の側面を高さ方向に走査するように構成すれば、空き缶の側面
におけるバーコード情報の印刷位置に関わらず、省スペースにてバーコード情報を読み取
ることができる。
【００２１】
また、格納手段において、読取手段にて空き缶に印刷されたバーコード情報が読み取られ
る際に空き缶が読取手段の走査方向とは垂直な方向に回転するように構成すれば、格納手
段に空き缶を格納する際に空き缶の向きを考慮する必要がなくなる。
【００２２】
また、収容手段を、収容された空き缶の受け皿となる受け台と、両底面が開口した中空の
柱形状を有し、柱形状の一方の底面が受け台に当接するように該受け台上に取り外し可能
に搭載された外枠とから構成し、外枠が受け台上に搭載された場合に外枠と受け台とによ
って形成される空間に空き缶を収容するように構成すれば、外枠内に空き缶を収容するた
めの袋を設置した場合、この袋を収容手段から取り出す際に外枠を受け台から取り外すだ
けで済み、空き缶が収容されることで重量が増加した袋を持ち上げる必要がなくなる。
【００２３】
【発明の実施の形態】
以下に、本発明の実施の形態について図面を参照して説明する。
【００２４】
図１は、本発明の空き缶回収装置の実施の一形態を示すブロック構成図である。
【００２５】
本形態は図１に示すように、空き缶に印刷されたバーコード情報を読み取る　読取手段で
あるバーコード読取部１０と、回収すべき空き缶に印刷されたバーコード情報が記憶され
た記憶部２０と、回収すべき空き缶の登録及び登録の抹消の指定、並びにバーコード読取
部１０にて読み取られたバーコード情報と記憶部２０に記憶されたバーコード情報との照
合方法の設定を行うための操作部３０と、バーコード読取部１０にて読み取られたバーコ
ード情報と記憶部２０に記憶されたバーコード情報との照合方法や、操作部３０に対する
操作を導くための情報が表示される表示部４０と、印刷されたバーコード情報が読み取ら
れる空き缶が一時格納される格納部５０と、空き缶が収容される収容部６０と、収容部６
０に収容された空き缶の対価が払い出されるコイン払出部９０と、操作部３０に対する操
作に基づいて、バーコード読取部１０にて読み取られたバーコード情報の記憶部２０に対
する記憶及び削除、並びにバーコード読取部１０にて読み取られたバーコード情報と記憶
部２０に記憶されたバーコード情報との照合方法の設定を行い、また、バーコード読取部
１０にて読み取られたバーコード情報と記憶部２０に記憶されたバーコード情報とを照合
し、照合結果に基づいて、格納部５０に一時格納された空き缶を収容部６０に収容すると
ともに、コイン払出部９０から空き缶の対価となるコインを払い出す制御部７０とから構
成されている。
【００２６】
以下に、上記のように構成された空き缶回収装置の動作について説明する。
【００２７】
まず、操作部３０において、空き缶を回収するための通常モードが設定されている場合の
動作について説明する。
【００２８】
図２は、図１に示した空き缶回収装置における空き缶回収動作を説明するためのフローチ
ャートである。
【００２９】
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操作部３０において、空き缶を回収するための通常モードが設定されている場合、格納部
５０に空き缶を格納するための扉がオープンしたことが検出され（ステップＳ１）、かつ
、その後、扉がクローズしたことが検出されると（ステップＳ２）、まず、格納部５０に
おいて、格納部５０に金属からなる物体が格納されたかどうかが検出される（ステップＳ
３）。
【００３０】
図３は、図１に示した格納部５０の構造例を示す図である。
【００３１】
図３に示すように本形態における格納部５０には、空き缶８０を置くためのテーブル５１
と、格納部５０内に空き缶８０を挿入するために開閉自在な扉５２が設けられている。
【００３２】
扉５２あるいは扉５２の近傍には、扉５２の開閉状態を検出するためのセンサー（不図示
）が設けられており、このセンサーによって扉５２の開閉状態が検出される。また、テー
ブル５１には、置かれた物体が金属であるかどうかを判断する金属センサー（不図示）が
内蔵されており、この金属センサーによって、テーブル５１に置かれた物体が金属からな
るものであるかが判断される。なお、さらに、テーブル５１には、テーブル５１に置かれ
た物体が空き缶であるかどうかを判断するための重量センサーが内蔵されていることが考
えられ、それにより、テーブル５１に置かれた物体の重量が測定され、それによりその物
体が空き缶であるかどうかが判断される。
【００３３】
ステップＳ３にて格納部５０に格納された物体が金属からなる空き缶であると判断された
場合、バーコード読取部１０において、格納部５０に格納された空き缶に印刷されたバー
コード情報が読み取られる（ステップＳ４）。
【００３４】
図４は、図１に示したバーコード読取部１０の構造例を示す図であり、（ａ）は空き缶の
側面上側をスキャンする場合の状態を示す正面図、（ｂ）は空き缶の側面上側をスキャン
する場合の状態を示す側面図、（ｃ）は空き缶の側面下側をスキャンする場合の状態を示
す正面図、（ｄ）は空き缶の側面下側をスキャンする場合の状態を示す側面図である。
【００３５】
空き缶８０には通常、その側面に製造業者や種類を特定するためのバーコード情報が印刷
されているが、その位置は、空き缶８０を立てた場合に側面の上側に印刷されている場合
や中央に印刷されている場合や下側に印刷されている場合がある。また、上側あるいは下
側という位置においては、空き缶８０の置く向きによっても異なる。
【００３６】
本形態におけるバーコード読取部１０は図４に示すように、空き缶８０に印刷されたバー
コード情報を読み取るためのバーコードリーダー１１と、空き缶８０に印刷されたバーコ
ード情報を読み取る際に回転するモータ１２と、モータ１２と同軸で回転する回転板１３
と、一端がバーコ-ドリーダー１１に固定され、軸１５を中心としてバーコードリーダー
１１の角度を変位させるためのアーム１６と、一端が回転板１３の板面の回転軸以外の部
分に軸１７によって回転板１３の板面と平行に回転可能に固定され、他端がアーム１６の
バーコードリーダー１１が固定されている端とは反対側の端に軸１８によってバーコード
リーダー１１の変位方向と平行に回転可能に固定されたアーム１４とから構成されている
。
【００３７】
上記のように構成されたバーコード読取部１０においては、モータ１２の回転によって軸
１７が回転板１３の最下位点に位置する場合は、図４（ａ）、（ｂ）に示すように、アー
ム１４が地面に近づく方向に移動し、それに伴い、アーム１６のバーコードリーダー１１
が固定されている端とは反対側の端が地面に近づく方向に移動し、それにより、バーコー
ドリーダー１１の読取面が空き缶８０の側面に対して上方向を向くようになる。
【００３８】
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一方、モータ１２の回転によって軸１７が回転坂１３の最上位点に位置する場合は、図４
（ｃ），（ｄ）に示すように、アーム１４が地面から離れる方向に移動し、それに伴い、
アーム１６のバーコードリーダー１１が固定されている端とは反対側の端が地面から離れ
る方向に移動し、それにより、バーコードリーダー１１の読取面が空き缶８０の側面に対
して下方向を向くようになる。
【００３９】
このようにバーコードリーダー１１の読取面が、空き缶８０の側面に対して上方向を向い
ている状態から下方向を向いている状態へと変位する動作中において、バーコードリーダ
ー１１にて空き缶８０に印刷されたバーコード情報を読み取れば、バーコード情報が、空
き缶８０を立てた場合に側面の上側に印刷されている場合、中央に印刷されている場合あ
るいは下側に印刷されている場合のいずれであっても読み取ることができる。
【００４０】
なお、この場合においても、バーコード情報が印刷された部分がバーコードリーダー１１
と対面するように空き缶８０をテーブル５１（図３参照）上に置く必要があるが、テーブ
ル５１（図３参照）を回転可能なものとすれば、空き缶８０をテーブル５１（図３参照）
に置く際にその向きを考慮する必要がなくなる。
【００４１】
その後、制御部７０において、バーコード読取部１０にて読み取られたバーコード情報と
記憶部２０に予め記憶されているバーコード情報とが照合され（ステップＳ５）、両者が
一致した場合にテーブル５１（図３参照）上に置かれた空き缶８０が収容部６０に収容さ
れるとともに（ステップＳ６）、その空き缶の対価となるコインがコイン払出部９０から
払い出される。なお、バーコード読取部１０にて読み取られたバーコード情報と記憶部２
０に予め記憶されているバーコード情報との照合においては、操作部３０に対する操作に
よって、バーコード情報の全てを用いて行う場合やその一部を用いて行う場合が考えられ
る。例えば、空き缶の種類によって空き缶を分別する場合は、バーコード情報の全てを用
いて照合を行い、空き缶の製造業者によって空き缶を分別する場合はバーコード情報の一
部を用いて照合を行う。また、操作部３０に対する操作によっては、バーコード読取部１
０にて読み取られたバーコード情報と記憶部２０に予め記憶されているバーコード情報と
の照合を行わずに、格納部５０に格納された空き缶全てを収容部６０にて収容するように
設定することも可能である。なお、上述したような照合方法については、現在設定されて
いる照合方法がオペレータ等にわかるように表示部４０にて表示することが考えられる。
【００４２】
図５は、図１に示した収容部６０の構造例を示す図であり、（ａ）は上面図、（ｂ）は側
面図、（ｃ）は構成を説明するための図である。
【００４３】
本形態における収容部６０は図５に示すように、周囲が所定の高さだけ折り曲げられて構
成され、収容された空き缶の受け皿となる受け台６２と、両底面が開口した中空の柱形状
を有し、柱形状の一方の底面が受け台６２に当接するように受け台６２上に取り外し可能
に搭載された外枠６１と、受け台６２に取り付けられたキャスター６３とから構成されて
おり、外枠６１の受け台６２と当接していない側の底面が空き缶の挿入口となっている。
なお、外枠６１は、空き缶の挿入口となる側から受け台６２に当接する側に広がるような
テーパー形状となっている。
【００４４】
図６は、図５に示した収容部６０の使用方法を説明するための図であり、（ａ）は空き缶
が内部に収容された状態を示す図、（ｂ）は内部に収容された空き缶を取り出す際の状態
を示す図である。
【００４５】
空き缶８０が収容部６０にて収容される場合は、図６（ａ）に示すように、受け台６２上
に外枠６１が搭載され、さらに、外枠６１内において、外枠６１の空き缶８０の挿入口と
なる側が開口部となるようにビニール袋等の袋６４が設置され、この袋６４内に空き缶８
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０が収容される。
【００４６】
空き缶８０が収容された袋６４を取り出す場合は、図６（ｂ）に示すように、外枠６１を
、受け台６２から離れる方向に持ち上げる。受け台６２を持ち上げた場合においても、空
き缶８０が収容された袋６４が受け台６２上に残るため、空き缶８０が収容された袋６４
を取り出すことができる。
【００４７】
その後、空き缶８０が収容された袋６４を処分する等のために別の場所に運搬する場合、
受け台６２を引っ張るあるいは押すだけで、キャスター６３によって受け台６２が移動し
、袋６４を別の場所に容易に運搬することができる。
【００４８】
次に収容部６０にて収容すべき空き缶を登録する際の動作について説明する。
【００４９】
図７は、図１に示した空き缶回収装置にて回収すべき空き缶を登録する際の動作を説明す
るためのフローチャートである。
【００５０】
収容部６０にて収容すべき空き缶を登録する場合は、まず、操作部３０に対して、回収す
べき空き缶を登録する旨を指定する（ステップＳ１１）。この際、表示部４０において、
現在のモードが、回収すべき空き缶を登録するモードである旨が表示される。
【００５１】
次に、登録したい空き缶を格納部５０に格納すると、バーコード読取部１０において、格
納部５０に格納された空き缶に印刷されたバーコード情報が読み取られる（ステップＳ１
２）。ここで、バーコード読取部１０におけるバーコード情報の読取動作については、上
述したものと同様である。また、ステップＳ１１において操作部３０が操作された後にバ
ーコード読取部１０において所定時間バーコード情報が読み取られなかった場合は、エラ
ーが出力され、このモードが解除される。
【００５２】
その後、制御部７０において、バーコード読取部１０にて読み取られたバーコード情報が
既に記憶部２０に記憶されているかどうかが判断され（ステップＳ１３）、バーコード読
取部１０にて読み取られたバーコード情報が既に記憶部２０に記憶されていない場合は、
バーコード読取部１０にて読み取られたバーコード情報が、回収すべき空き缶に印刷され
たバーコード情報として記憶部２０に記憶される（ステップＳ１４）。
【００５３】
一方、バーコード読取部１０にて読み取られたバーコード情報が既に記憶部２０に記憶さ
れている場合は、二重登録を防止するためにエラーが出力される（ステップＳ１５）。
【００５４】
次に、空き缶の登録を抹消する際の動作について説明する。
【００５５】
図８は、図１に示した空き缶回収装置にて空き缶の登録を抹消する際の動作を説明するた
めのフローチャートである。
【００５６】
回収すべき空き缶として登録されている空き缶の登録を抹消する場合は、まず、操作部３
０に対して、登録を抹消する旨を指定する（ステップＳ２１）。この際表示部４０におい
て、現在のモードが、空き缶の登録を抹消するモードである旨が表示される。
【００５７】
次に、登録を抹消したい空き缶を格納部５０に格納すると、バーコード読取部１０におい
て、格納部５０に格納された空き缶に印刷されたバーコード情報が読み取られる（ステッ
プＳ２２）。ここで、バーコード読取部１０におけるバーコード情報の読取動作について
は、上述したものと同様である。また、ステップＳ２１において、操作部３０が操作され
た後にバーコード読取部１０において所定時間バーコード情報が読み取られなかった場合
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は、エラーが出力され、このモードが解除される。
【００５８】
その後、制御部７０において、バーコード読取部１０にて読み取られたバーコード情報が
記憶部２０に記憶されているかどうかが検出され（ステップＳ２３）、バーコード読取部
１０にて読み取られたバーコード情報が記憶部２０に記憶されている場合は、バーコード
読取部１０にて読み取られたバーコード情報が記憶部２０から削除される（ステップＳ２
４）。
【００５９】
一方、バーコード読取部１０にて読み取られたバーコード情報が記憶部２０に記憶されて
いない場合は、抹消しようとする空き缶が登録されていない旨が出力される（ステップＳ
２５）。
【００６０】
なお、本形態においては、バーコード読取部１０にて読み取られたバーコード情報と記憶
部２０に記憶されたバーコード情報とが一致した場合に、格納部５０に格納された空き缶
を収容部６０に収容するとともに、空き缶の回収の対価となるコインをコイン払出部９０
から払い出すものを例に挙げて説明したが、バーコード読取部１０にて読み取られたバー
コード情報と記憶部２０に記憶されたバーコード情報とが一致した場合に、格納部５０に
格納された空き缶を収容部６０に収容するだけの処理を行うものや、他の処理を行うもの
も考えられる。
【００６１】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明においては、空き缶が収容される収容手段と、空き缶に印刷
されたバーコード情報を読み取る読取手段と、読取手段にて空き缶からバーコード情報が
読み取られる際に当該空き缶が一時格納される格納手段と、読取手段にてバーコード情報
が読み取られた空き缶に対してバーコード情報に基づく所定の処理を行う制御手段と、制
御手段にて所定の処理を行うべきバーコード情報が記憶された記憶手段とを少なくとも有
し、読取手段にて読み取られたバーコード情報と記憶手段に記憶されたバーコード情報と
が一致した場合に制御手段にて所定の処理が行われる空き缶回収装置において、制御手段
にて所定の処理を行うべき空き缶を登録する旨を指定可能に構成された操作手段を設け、
制御手段において、操作手段にて空き缶を登録する旨が指定されている場合に読取手段に
て読み取られたバーコード情報を記憶手段に記憶する構成としたため、例えば、収容手段
への収容、あるいは回収の対価の払い出し等の所定の処理を行うべき空き缶を登録する場
合、操作手段にて空き缶を登録する旨を指定し、その状態にて対象となる空き缶に印刷さ
れたバーコード情報を読取手段に読み取らせるだけで、所定の処理を行うべき空き缶を容
易に登録することができる。
【００６２】
また、操作手段を、制御手段にて所定の処理を行うものとして登録された空き缶の登録を
抹消する旨を指定可能に構成し、制御手段において、操作手段にて空き缶の登録を抹消す
る旨が指定されている場合であって、読取手段にて読み取られたバーコード情報が記憶手
段に記憶されている場合に該バーコード情報を削除する構成としたものにおいては、例え
ば、収容手段への収容、あるいは回収の対価の払い出し等の所定の処理を行うべき空き缶
の登録を抹消する場合、操作手段にて空き缶の登録を抹消する旨を指定し、その状態にて
対象となる空き缶に印刷されたバーコード情報を読取手段に読み取らせるだけで空き缶の
登録を容易に抹消することができる。
【００６３】
また、読取手段を、空き缶の側面を高さ方向に走査することにより、空き缶に印刷された
バーコード情報を読み取るように構成したものにおいては、空き缶の側面におけるバーコ
ード情報の印刷位置に関わらず、省スペースにてバーコード情報を読み取ることができる
。
【００６４】
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また、格納手段において、読取手段にて空き缶に印刷されたバーコード情報が読み取られ
る際に空き缶が読取手段の走査方向とは垂直な方向に回転するように構成したものにおい
ては、格納手段に空き缶を格納する際に空き缶の向きを考慮する必要がなくなる。
【００６５】
また、収容手段を、収容手段を、収容された空き缶の受け皿となる受け台と、両底面が開
口した中空の柱形状を有し、柱形状の一方の底面が受け台に当接するように該受け台上に
取り外し可能に搭載された外枠とから構成し、外枠が受け台上に搭載された場合に外枠と
受け台とによって形成される空間に空き缶を収容するように構成したものにおいては、外
枠内に空き缶を収容するための袋を設置した場合に、この袋を収容手段から取り出す際に
外枠を受け台から取り外すだけで済み、空き缶が収容されることで重量が増加した袋を持
ち上げる必要がなくなる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の空き缶回収装置の実施の一形態を示すブロック構成図である。
【図２】図１に示した空き缶回収装置における空き缶回収動作を説明するためのフローチ
ャートである。
【図３】図１に示した格納部の構造例を示す図である。
【図４】図１に示したバーコード読取部の構造例を示す図であり、（ａ）は空き缶の側面
上側をスキャンする場合の状態を示す正面図、（ｂ）は空き缶の側面上側をスキャンする
場合の状態を示す側面図、（ｃ）は空き缶の側面下側をスキャンする場合の状態を示す正
面図、（ｄ）は空き缶の側面下側をスキャンする場合の状態を示す側面図である。
【図５】図１に示した収容部の構造例を示す図であり、（ａ）は上面図、（ｂ）は側面図
、（ｃ）は構成を説明するための図である。
【図６】図５に示した収容部の使用方法を説明するための図であり、（ａ）は空き缶が内
部に収容された状態を示す図、（ｂ）は内部に収容された空き缶を取り出す際の状態を示
す図である。
【図７】図１に示した空き缶回収装置にて回収すべき空き缶を登録する際の動作を説明す
るためのフローチャートである。
【図８】図１に示した空き缶回収装置にて空き缶の登録を抹消する際の動作を説明するた
めのフローチャートである。
【符号の説明】
１０　　バーコード読取部
１１　　バーコードリーダー
１２　　モータ
１３　　回転板
１４，１６　　アーム
１５，１７，１８　　軸
２０　　記憶部
３０　　操作部
４０　　表示部
５０　　格納部
５１　　テーブル
５２　　扉
６０　　収容部
６１　　外枠
６２　　受け台
６３　　キャスター
６４　　袋
７０　　制御部
８０　　空き缶
９０　　コイン払出部
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【図３】 【図４】
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【図７】

【図８】
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